
兵庫県警察における秘密文書の取扱いに関する訓令施行細則（例規乙）

平成13年11月９日

兵警総例規乙第４号

兵庫県警察における秘密文書の取扱いに関する訓令施行細則を下記のように定め、平成14年１月１日

から実施する。

記

１ 趣旨

この通達は、兵庫県警察における秘密文書の取扱いに関する訓令（平成13年兵庫県警察本部訓令第20

号。以下「訓令」という。）第21条の規定に基づき、訓令の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

２ 登録票

(1) 訓令第３条第３項に規定する登録票の様式は、様式第１号のとおりとする。

(2) 登録票の保存期間は、登録した秘密文書（収受した秘密文書を含む。）を廃棄した日の翌日から起算

して５年間とする。ただし、訓令第14条の規定により秘密文書の指定を解除したときは、指定を解除

した日の翌日から起算して３年間とする。

３ 秘密区分等の表示

訓令第６条第２項に規定する秘密区分及び秘密期限の表示の様式は、様式第２号のとおりとする。

４ 受領書

訓令第８条第２号ウに規定する受領書の様式は、様式第３号のとおりとする。








